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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２６年３月６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 作業員死亡 

発生日時 平成２５年１月１５日 １４時３３分ごろ 

発生場所 広島県広島港第３区 

 広島県広島市所在の広島港西防波堤灯台から真方位２４５°１,０

３０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２０.４′ 東経１３２°２６.６′） 

事故調査の経過  平成２５年１月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 押船 第八良
りょう

洋
よう

丸、１９.７９トン 

   ２６０－１１３９６広島、瀬川海運株式会社 

   １１.９９ｍ（Lr）×４.１８ｍ×１.８０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、３６０.４０kＷ、昭和５４年８月 

Ｂ 起重機船（ガット船） 第一河崎
かわさき

号、約４２３トン 

   なし、瀬川海運株式会社 

   約３６.０ｍ×約９.０ｍ×約３.８ｍ、鋼 

   機関なし、平成５年 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５３歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成３年８月１５日 

    免許証交付日 平成２３年６月２４日 

           （平成２８年８月１４日まで有効） 

Ｂ ガット操縦者Ｂ（甲板員） 男性 ５３歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和６０年４月２３日 

    免許証交付日 平成２４年６月１２日 

           （平成２９年６月１１日まで有効） 

土量検収員Ｃ 男性 ５５歳 

 死傷者等 死亡 １人（土量検収員Ｃ） 

 損傷 なし 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、浚渫土約５００ｔを積載した

Ｂ船を押して押船列（以下「Ａ船押船列」という。）を構成し、広島
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港第３区の出島地区埋立工事現場の岸壁にＢ船の船首及び船尾からそ

れぞれ２本の係船索を取って船首を西方に向けて右舷着けで着岸し

た。 

 大之木建設株式会社（以下「Ｃ社」という。）は、港湾工事で発生

した浚渫土を使用して出島地区の埋立工事を、東洋建設株式会社（以

下「Ｄ社」という。）は、浚渫土を出島地区の埋立工事現場へ搬入す

るなどの業務をそれぞれ異なる発注元から請け負っていた。 

 土量検収作業は、Ｄ社が運航するガット付き被押バージＢ船に積載

された浚渫土の量を測量するものであり、浚渫土を揚土する前、Ｂ船

上でＣ社及びＤ社が個別に同作業を行うことが、両社の間で打ち合わ

されており、Ｃ社担当者が旗で明示した係留位置にＡ船押船列が岸壁

係留作業を終了した後、土量検収作業を実施するようになっていた。 

 船長Ａは、Ｃ社担当者が旗で明示した係留位置に着岸した後、Ｂ船

右舷船尾側付近の岸壁にいたＣ社職員である土量検収員Ｃ及び土量検

収員Ｅに対し、Ｂ船船尾側係船索を岸壁の係船杭に取り付けるように

言ったが、土量検収員ＣからＡ船引船列を少し後方へ移動するように

指示された。 

 土量検収員Ｃは、土量検収員Ｅと共にＢ船船尾側係船索を船長Ａが

指定した係船杭よりも後方の係船杭に取り付けた後、Ｂ船右舷船首側

へ移動した。 

 船長Ａは、Ｂ船船尾側係船索を緩めた状態でＢ船に固縛した後、Ａ

船引船列を後方へ移動させるためにＢ船船尾側の操船室へ移動した。 

 ガット操縦者Ｂは、Ｂ船船首側においてＣ社職員である土量検収員

Ｄと共にＢ船船首側係船索を岸壁の係船杭に取り付ける作業をしてい

たが、Ａ船引船列を少し後方へ移動する旨の連絡を受けず、Ｂ船船首

側係船索の固縛が完了した頃、土量検収員Ｃ及び土量検収員ＥがＢ船

右舷船首側付近の岸壁へ移動して来たので、Ｂ船船尾側係船索の固縛

が完了したものと思った。 

 土量検収員Ｃは、土量検収員Ｄ及び土量検収員Ｅと共にＢ船右舷船

首側からＢ船に乗船し、土量検収作業を開始した。 

 船長Ａは、操船室で遠隔操縦によって後進にかけたところ、Ｂ船船

首側が係船索で固定されていたので、風により、Ｂ船右舷船尾だけが

岸壁から離れた。 

 ガット操縦者Ｂは、Ｂ船船首側係船索の固縛を完了してＢ船船首側

にいたところ、Ｂ船右舷船尾が岸壁から離れだしたので、ガットバケ

ットで海水をかいてＢ船を岸壁に寄せようと思い、Ｂ船船首側に設置

されたクレーン運転室において、北東方を向いて岸壁上に位置してい

たブームを右旋回させた。 

 土量検収員Ｄは、船倉ハッチコーミングの船首側右舷付近で後方を

向いて作業を行っていたが、土量検収員Ｃの悲鳴を聞き、振り向いた
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ところ、ブームが南西方を向いた頃、平成２５年１月１５日１４時３

３分ごろ、広島港西防波堤灯台から真方位２４５°１,０３０ｍ付近

において、甲板上に倒れている土量検収員Ｃを認めた。 

 土量検収員Ｄは、ガット操縦者Ｂに機械の停止を伝えた後、消防署

及びＤ社に連絡し、救急車によって心肺停止状態の土量検収員Ｃが病

院に搬送された。 

 Ｄ社担当者は、海上保安部及び労働基準監督署に連絡した後、事後

の措置に当たった。 

 土量検収員Ｃの死因は、ガット旋回体左側後部と船倉ハッチコーミ

ングとの間に挟まれたことによる重傷胸部外傷であり、死亡推定時刻

は、１月１５日１４時３５分ごろと検案された。 

（付図１ 着岸時の関係者配置図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ４、気温 約６℃、視界 良

好 

海象：波高 約０.７ｍ 

 その他の事項 

 

 Ａ船及びＢ船船舶所有者は、Ａ船及びＢ船について、Ｄ社の下請け

会社と期限付傭船契約を結んでいた。 

 船長Ａ及びガット操縦者Ｂは、出島地区の埋立工事現場に揚土する

作業を共に十数回行っていた。 

 ガット操縦者Ｂは、運航中は甲板員として、また、浚渫土の揚げ降

ろし作業中はガット操縦者としてそれぞれ職務に当たっていた。 

 船長Ａは、Ｂ船を後方に移動することをガット操縦者Ｂに連絡して

いなかった。 

 ガット操縦者Ｂは、土量検収員３人がＢ船右舷船首側から乗船する

ところを見ていたが、Ｂ船を岸壁に寄せるためにガットを使用するこ

とを土量検収員Ｃに連絡していなかった。 

 土量検収作業については、Ｃ社及びＤ社が会議や打合せを行い、Ｂ

船が完全に係留されてから同作業を行うようにしていたが、本事故当

時、Ｂ船は、土量検収員Ｃの指示により、係留位置を調整していた。 

 Ｄ社は、労働基準監督署から、「Ｂ船は、クレーン形状のガットを

搭載しているが、荷役作業を行うクレーンではなく、海底土砂を浚渫

する掘削機械であるため、クレーン等安全規則の適用はない」旨の回

答を得た。 

 Ｄ社の作業手順書は、係船作業やえい
．．

航作業の注意事項を定めてい

たが、検収作業の注意事項については定めていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ あり 

 土量検収員Ｃの死因は、重傷胸部外傷であった。 
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 Ａ船押船列は、広島港第３区の出島地区の岸壁で土量検収作業中、

船長Ａが、土量検収員ＣからＡ船押船列のＢ船を少し後方へ移動する

ように指示され、Ａ船押船列を移動させていたが、風によってＢ船右

舷船尾が岸壁から離れた際、ガット操縦者Ｂがガットバケットで海水

をかいてＢ船を岸壁に寄せようとしてブームを右旋回させたことか

ら、ガット旋回範囲内で作業を行っていた土量検収員Ｃが、ガット旋

回体左側後部と船倉ハッチコーミングとの間に挟まれ、死亡したもの

と考えられる。 

 ガット操縦者Ｂは、Ｂ船右舷船尾が岸壁から離れだした際、土量検

収員Ｃに対し、ガットを使用することを知らせていれば、本事故の発

生を回避できた可能性があると考えられる。 

 土量検収員Ｃは、船長Ａに対して係留場所を移動するように指示し

たものの、係留作業終了の確認を行わずにガット船に乗船したが、係

留作業終了の確認を行った後に乗船していれば、本事故の発生を回避

できた可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船押船列が、広島港第３区の出島地区の岸壁で土量検

収作業中、船長Ａが、土量検収員ＣからＡ船押船列のＢ船を少し後方

へ移動するように指示され、Ａ船押船列を移動させていたが、風によ

ってＢ船右舷船尾が岸壁から離れた際、ガット操縦者Ｂがガットバケ

ットで海水をかいてＢ船を岸壁に寄せようとしてブームを右旋回させ

たため、ガット旋回範囲内で作業を行っていた土量検収員Ｃがガット

旋回体左側後部と船倉ハッチコーミングとの間に挟まれたことにより

発生したものと考えられる。 

参考  Ｄ社は、本事故後、土量検収作業関係者に対して事故の概要及び原

因を周知し、次の対策を講じた。 

 １ ガット旋回範囲の表示が不明瞭であったため、改めて表示し直

し、立入禁止の防護柵を旋回範囲全周に設置した。 

 ２ 土量検収作業手順書を改訂して安全教育を実施し、次の事項を

周知した。 

(1) 土量検収作業中の作業手順及び指揮命令系統を再周知するこ

と。 

(2) 土量検収作業中は、作業指揮者を配置し、作業全体を監視す

ること。 

(3) 船長が乗船許可を出すまで土量検収員を乗船させないこと。 

(4) 土量検収作業時は、ガットのエンジンを停止した上、ガット

旋回範囲外で作業を行うこと。 

(5) 土量検収作業関係者全員に無線機を携帯させ、異常時には無

線機を使用して知らせること。 

 ３ 以上の対策については、労働基準監督署に報告した。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え
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られる。 

 ・船体を岸壁に寄せる場合、船舶の機関及び係留装置を使用し、ガ

ットは使用しないこと。 
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